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帯広市地域防災計画の主な修正事項 

１ 一般災害対策編の主な修正事項 

                                  

章 節 主な修正内容 

第１章 

総 則 

第３節 計画の効果的促

進 

 

(新設) 

・「計画の効果的促進」を新設し、自助、共助、公助による減災の

取り組み、防災知識の普及・啓発等の推進、多様な主体の参画

などについて追記。 

第 7節 防災関係機関等の

処理すべき事務

又は業務の大綱  

(旧 第 6 節) 

・北海道の事務等に防災教育等への支援を追記。 

・指定地方公共機関のうち、新公益法人制度に伴い一般社団法人

又は公益法人へ移行した団体等について修正。 

第8節 市民及び事業所の

基本的責務 

 

   (旧 第 7 節) 

・市民及び事業所の基本的責務に災害に関する知識と各自の防

災・減災に習熟等を加えるとともに、市民の責務として備蓄や

非常持ち出し品の具体的な内容、事業所の責務として地域への

貢献について追記。 

第３章 

防災組織 

第１節 組織計画 

 

・帯広市防災会議の所掌事務の修正。 

・帯広市防災会議の組織について、新たな構成員として自主防災

組織の構成者・学識経験者の追記。 

第２節 非常配備態勢 ・第３種非常配備態勢の基準に特別警報を追記。 

第４節 気象業務に関す

る計画 

・警報の種類、発表基準について特別警報を追記。 

第４章 

災害予防

計画 

 

※予防計

画から

変更 

(第４章の構成の変更) 第１節 防災思想・知識の普及・啓発及び防災教育の推進に関

する計画(第 10 章から移動) 

第 2 節 自主防災組織の育成等に関する計画(第 11 節から移動) 

第 3 節 防災訓練計画(第 9 章から移動) 

第 4 節 災害時要援護者対策計画(第 10 節から移動) 

第 5 節  食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備(第８節か 

ら移動) 

第 6 節 避難体制整備計画(第９節から移動) 

第 7 節 相互応援体制整備計画(新設) 

第 8 節 情報収集・伝達体制整備計画(新設：第５章第１節から 

平時の体制整備を移行) 

第 9 節 建築物災害予防計画(第６節から移動) 

第 10 節 消防計画(第 7 節から移動) 

第 11 節 水害予防計画(第１節から移動)  

第 12 節 風害予防計画(第２節から移動)  

第 13 節 雪害予防計画(第３節から移動) 

第 14 節 融雪災害予防計画(第４節から移動)  

第 15 節 土砂災害の予防計画(第 15 節から移動) 

第 16 節 積雪・寒冷対策計画(第 12 節から移動 

第１節 防災思想・知識の

普及・啓発及び防

災教育の推進に

関する計画 

 

 

(旧 第 10 章) 

・「防災思想普及・啓発計画」から「防災思想・知識の普及・啓発

及び防災教育の推進に関する計画」に名称変更。 

・過去に起こった大災害の教訓等の発信、防災リーダーの育成に

ついて追記。 

・市民等に対する災害予防及び災害応急処置等に関する知識の普

及・啓発、学校における防災教育の充実、防災に関する計画や

マニュアルの策定促進を追記。 
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章 節 主な修正内容 

第４章 

災害予防

計画 

 

第２節 自主防災組織の

育成等に関する

計画 

 

(旧 第 11 節) 

・地域自主防災組織と消防団や事業所等との連携について追記。 

・組織の活動について、訓練内容(図上訓練)、災害時要援護者の支

援体制の強化を追記。 

・自主防災組織の支援強化を追記。 

第３節 防災訓練計画 

(旧 第 9 章) 

・多様な主体による共同防災訓練の実施、実践的な訓練の実施と

事後評価に関する記述を追記。 

第４節 災害時要援護者

対策計画 

(旧 第 10 節) 

・災害時要援護者支援の推進を図るため、要援護者台帳の整備、

支援体制づくり、要援護者台帳情報の提供、情報漏えい防止等

の追記。 

・災害時の特別な配慮を行う福祉避難所の確保についての記述を

追記。 

第５節 食料等の調達・確

保及び防災資機

材等の整備 

(旧 第 8 節) 

・食料等の確保について、具体的な内容の追加・修正。 

・企業・業界団体との優先供給協定等の締結企業の追記。 

 

第６節 避難体制整備計

画 

(旧 第 9 節) 

・暖房及び発電機の燃料確保について追記。 

第７節 相互応援体制整備

計画 

(新設) 

・「相互応援体制整備計画」を新設し、市及び防災関係機関と協定

等の連携強化、被災市町村への応援や被災時の受援体制の準備

について追記。 

第８節 情報収集・伝達体

制整備計画 

(新設 旧第５章第１節から) 

・「情報収集・伝達体制整備計画」を新設し、第５章第１節「災害

情報通信計画」の「平時の情報交換及び情報伝達体制」の記述

を移行。 

第 11節 水害予防計画 

(旧 第１節) 

・水防（消防）機関の第３種非常配備態勢の基準に特別警報を追

記。 

第 16 節 積雪・寒冷対策

計画 

(旧 第 12 節) 

・暖房器具等の備蓄について追加。 

第５章 

災害応急

対策計画     

 

第１節 災害情報収集・伝

達計画 

 

 

・第１節「災害情報通信計画」から「災害情報収集・伝達計画」

に名称変更し、[平時の情報交換及び情報伝達体制]の記述を第

４章第８節に移行及び[災害通信計画]を第２節に新設移行。 

・別表２被害状況判定基準の追加・修正。 

第２節 災害通信計画 

(旧 第１節) 

・「災害通信計画」の新設(第１節を分割)。 

・通信途絶時等における措置を具体的な記述に修正。 

第３節 災害広報計画 

(旧 第 2 節) 

・住民に対する広報媒体にワンセグ放送等を追記。 

第５節 避難対策計画 

 

 

 

(旧 第 4 節) 

・避難路及び避難場所等の安全確保について追記。 

・避難所の運営における女性の参画、家庭動物のためのスペース

の確保、多様なニーズに配慮した運営に関する記述について追

記。 

・警戒区域の設定について追記。 

・被災住民が他の市町村に一時避難する場合の対応等について追

記。 

第６節 救助救出計画 

(旧 第 5 節) 

・職員の安全確保及び初期活動における人的・物的資源に関する

記述を追記。 
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章 節 主な修正内容 

第５章 

災害応急

対策計画 

第８節 交通応急対策計

画 

(旧 第７節) 

・緊急輸送のための交通規制について、事前届出制度の普及等に

関する記述を追記。 

第 10節 食料供給計画 

(旧 第 9 節) 

・食料全般の取扱いを整理し、旅行者等の食料供給を追記。 

第 14 節 石油類燃料供給

計画 

(新設) 

・「石油類燃料供給計画」を新設し、災害による緊急通行車両及び

災害上重要な施設における石油類燃料（ＬＰＧを含む）の供給

に関する記述を追記。 

第 18節 医療救護計画 

(旧 第 16 節) 

・災害派遣精神医療チーム（ＤPＡＴ）に関する記述を追記。 

第 20 節 廃棄物処理等計

画 

(旧 第 18 節) 

・死亡獣畜取扱場が利用できない場合の取扱いの記述を修正。 

・一般廃棄物最終処分場、清掃車両保有台数を修正。 

第 23節 住宅対策計画 

(旧 第 21 節) 

・応急仮設住宅のコミュニティー環境への配慮に関する記述を追

記。 

第 26節 障害物除去計画 

(旧 第 24 節) 

・国等の公共用地の有効利用への配慮に関する記述を追記。 

第 32節 広域応援計画 

(旧 第 30 節) 

・大規模災害が発生した場合における、道や市町村の応援体制や

要請等に関する記述を追記。 

第 37 節 罹災証明書の発

行 

(新設) 

・「罹災証明書の発行」を新設し、罹災証明の発行等の手続き等に 

関する記述を追記。 
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２ 地震災害対策編の主な修正事項 

章 節 主な修正内容 

第１章 

総 則 

第３節 計画の効果的促

進 

(新設) 

・「計画の効果的促進」を新設し、自助、共助、公助による減災の

取り組み、防災知識の普及・啓発等の推進、多様な主体の参画

などについて追記。 

第４節 計画の基本方針 

 

 

 

(旧 第３節) 

・帯広市防災会議の所掌事務の修正。 

・帯広市防災会議の組織について、新たな構成員として自主防災

組織の構成者・学識経験者の追記。 

・北海道の事務等に防災教育等への支援を追記。 

・指定地方公共機関のうち、新公益法人制度に伴い一般社団法人

又は公益社団法人へ移行した団体等について修正。 

第２章 

災害予防

計画 

 第 1 節 市民の心構え(第 13 節から移動) 

第 2 節 地震に強いまちづくり推進計画(第１節から移動) 

第 3 節 地震防災知識の普及・啓発に関する計画(第 12 節から

移動) 

第 4 節 防災訓練計画(第２節から移動) 

第 5 節  食料等の調達・確保及び防災資機材等の整備(第８節から移

動) 

第 6 節 相互応援体制整備(新設) 

第 7 節 自主防災組織の育成等に関する計画(第 14 節から移動) 

第 8 節 避難体制整備計画(第９節から移動) 

第 9 節 災害時要援護者対策計画(第 10 節から移動) 

第 10 節 火災予防計画(第３節から移動) 

第 11 節 危険物等災害予防計画(第４節から移動)  

第 12 節 建築物等災害予防計画(第５節から移動)  

第 13 節 土砂災害予防計画(第６節から移動) 

第 14 節 液状化災害予防計画(第７節から移動)  

第 15 節 積雪・寒冷対策計画(第 11 節から移動) 

第 1 節 市民の心構え 

 

 

(旧 第 13節) 

・食料等の確保について、３日分の食料等の備蓄など記述の修正。 

・駅やデパート等の集客施設や街など屋外でとるべき措置、津波

に対する心得を追記。 

・運転者のとるべき措置に緊急地震速報を聞いたときの措置、津

波に対する心得を追記。 

第４節 防災訓練計画 

 

(旧 第２節) 

・多様な主体による共同防災訓練の実施、実践的な訓練の実施と

事後評価に関する記述を追記。 

第５節 食料等の調達・確

保及び防災資機

材の整備計画 

(旧 第８節) 

・市民の備蓄の記述を修正、及び企業・業界団体との食料・防災

資機材等の優先供給協定等の締結企業の追記。 

 

第６節 相互応援体制整

備計画 

(新設) 

・「相互応援体制整備計画」を新設し、市及び防災関係機関と協定

等の連携強化、被災市町村への応援や被災時の受援体制の準備

について追記。 

第7節 自主防災組織の育

成等に関する計

画 

(旧 第 14節) 

・地域自主防災組織と消防団や事業所等との連携について追記。 

・組織の活動について、訓練内容(図上訓練)、災害時要援護者の

支援体制の強化を追記。 

・自主防災組織の支援強化を追記。 
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章 節 主な修正内容 

第２章 

災害予防

計画 

第８節 避難体制整備計画 

(旧 第９節) 

・暖房及び発電機の燃料確保について追記。 

第９節 災害時要援護者

対策計画 

(旧 第 10節) 

・災害時要援護者支援の推進を図るため、要援護者台帳の整備、

支援体制づくり、要援護者台帳情報の提供、情報漏えい防止等

の追記。 

・災害時の特別な配慮を行う福祉避難所の確保についての記述を

追記。 

第 15 節 積雪・寒冷対策

計画 

(旧 第 11節) 

・暖房器具等の備蓄について追記。 

第 16 節 業務継続計画の

策定 

(新設) 

・市及び事業所の業務継続計画について追記。 

第３章 

地震応急

対策計画 

第２節 災害情報等の収 

集・伝達計画 

・北海道防災情報システム等の伝達手段に関する記述を追記。 

・別表１被害状況判定基準の追加・修正。 

第３節 災害広報計画 ・住民に対する広報媒体にインターネット等を追記。 

第４節 避難対策計画 

 

 

 

 

・避難路及び避難場所等の安全確保について追記。 

・避難所の運営における女性の参画、家庭動物のためのスペース

の確保、多様なニーズに配慮した運営に関する記述について追

記。 

・警戒区域の設定について追記。 

・被災住民が他の市町村に一時避難する場合の対応等について追

記。 

第５節 救助救出計画 

 

・職員の安全確保及び初期活動における人的・物的資源に関する

記述を追記。 

第８節 交通応急対策計

画 

・緊急輸送のための交通規制について、事前届出制度の普及等に

関する記述を追記。 

第 11節 食料の供給計画 ・食料全般の取扱いを整理し、旅行者等の食料供給を追記。 

第 15 節 石油類燃料供給

計画 

(新設) 

・「石油類燃料供給計画」を新設し、災害による緊急通行車両及び

災害上重要な施設における石油類燃料（ＬＰＧを含む）の供給

に関する記述を追記。 

第 20節 医療救護計画 

(旧 第 19節) 

・災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）に関する記述を追記。 

第 22 節 廃棄物処理等計

画 

(旧 第 21節) 

・死亡獣畜取扱場が使用できない場合の取扱いの記述を修正。 

・一般廃棄物最終処分場、清掃車両保有台数を修正。 

第 24節 住宅対策計画 

(旧 第 23節) 

・応急仮設住宅のコミュニティー環境への配慮に関する記述を追

記。 

第 25 節 被災建築物安全

対策計画 

(旧 第 24節) 

・被災建築物からの石綿の飛散による二次被害の防止に関する記

述を追記。 

第 28節 広域応援計画 

(旧 第 27節) 

・大規模災害が発生した場合における、道や市町村の応援体制や

要請等に関する記述を追記。 

第 32節 障害物除去計画 

(旧 第 31節) 

・国等の公共用地の有効利用への配慮に関する記述を追記。 

 第 34 節 罹災証明書の発

行 

(新設) 

・「罹災証明書の発行」を新設し、罹災証明の発行等の手続き等に 

関する記述を追記。 
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３ 資料編 

章  主な修正内容 

資料５ ３ 帯広市が締結した協 

  定 

・企業・業界団体との締結企業の追記。 

資料６ 帯広市防災会議条例 

 平成 25 年３月７日改正 

・災害対策基本法の改正に伴う所管事務の変更。 

・委員に自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうち

から市長が任命する者を追記  


